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参考資料１－１
現在の学校教育に対する満足度現在の学校教育に対する満足度 内閣府調査「学校制度に関する保護者アンケート」より内閣府調査「学校制度に関する保護者アンケート」より

（平成１７年１０月６日公表）（平成１７年１０月６日公表）

■保護者に現在の学校教育に対して満足しているかどうかを尋ねたところ、満足（「非常に満足している」と「満足して
いる」の合計）が13.0％、「どちらともいえない」が43.9％、不満（「不満である」と「非常に不満である」の合計）が
43.2％であり、不満を感じている保護者が４割強に達している｡

■子どもの学年別にみると、小学校低学年は「どちらともいえない」が多く、不満である人の割合がやや低くなっている｡

【Q.1】現在の学校教育に対して満足をしていますか。（ひとつだけ）

注）

• 以下の質問は、基本的には小学
生～高校生の子どもがいる保護
者を対象としている｡

• 子どもが複数いる場合は、年齢が
最も小さい子どもの教育を想定し
て質問に答えるように依頼してお
り、文中で子どもの学年を示して
いる場合は、その最も小さい子ど
もの学年別に分けて回答を集計し
ている｡なお、年齢が最も小さい子
どもが高校生の保護者の場合は、
その子どもが中学生のときのこと
を想定して回答するように依頼し
ている｡

12.5

11.9

10.9

13.9

12.4

41.0

41.1

41.2

51.0

43.9

38.3

37.4

37.7

27.2

34.8

7.4

9.0

9.5

7.6

8.4

0.8

0.5

0.7

0.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生
（N=256)

中学生
（N=377)

小学校高学年
（N=284)

小学校低学年
（N=353)

全体
（N=1270）
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4.不満である 5.非常に不満である
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内閣府調査「学校制度に関する保護者アンケート」より内閣府調査「学校制度に関する保護者アンケート」より
（平成１７年１０月６日公表）（平成１７年１０月６日公表）

参考資料１－２

児童・生徒数に基づく教育予算制度の是非児童・生徒数に基づく教育予算制度の是非

■児童・生徒数に基づく教育予算の考え方について尋ねたところ、賛成（「賛成」と「どちらかといえば賛成」の
合計）が46.6％をしめている。「どちらともいえない」という人が42.6％をしめ、反対の人はあわせて10.7％にと
どまっている。
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1.賛成 2.どちらかといえば賛成 3.どちらともいえない

4.どちらかといえば反対 5.反対

【Q.25】現在の教育予算は教員数、施設等を基準として、最終的に教育機関に配布されています。これを公立学校について学校選
択制を導入したうえで、児童・生徒１人当たりの基準額を決め、児童・生徒の人数に基づいて教育予算を配布する制度に改
めようとする意見があります。公立学校も私立学校も同じ基準で予算を配布する制度です。この考え方についてどのように思
いますか。（ひとつだけ）
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教育バウチャーに基づく学校選択制度の仕組み（欧州の例を参考に）教育バウチャーに基づく学校選択制度の仕組み（欧州の例を参考に） 参考資料１－３

【年度開始前】
児童・生徒、保護者は国、自治体、
学校等が公開する情報をもとに、
通学するに相応しい学校を選択し、
通知する。

予算権者は各校の児童・生徒数が
確定した段階で、人数に応じた予
算配分を行う。

学校
児童・生徒
保護者

予算権者
児童・生徒数
に基づく予算
配分

情報公開

（学力テストの結果、児童・生徒保護者の
満足度調査結果、外部監査結果、学校
訪問、学校長との面談、等）

学校選択の申告

学校
児童・生徒
保護者

教育サービスの提供

学校評価、教員評価

各校は配分された予算に応じて、
学校が運営可能な範囲で教職員
の採用・配置、教材・備品等の購
入などの支出行為を行う（学校長
への権限委譲の徹底）。

学校は児童・生徒や保護者に対し
て、定期的に学校評価、教員評価
の協力を求める。

【期中】

教職員の採用・配置
教材、備品等の購入
教育内容の個性化

【次年度開始前】

学校
児童・生徒
保護者

予算権者

情報公開
次年度開始前も同様に、児童・生
徒、保護者は国、自治体、学校等
が公開する情報をもとに、通学す
るに相応しい学校を選択し、通知
する。

（学力テストの結果、児童・生徒保護者の
満足度調査結果、外部監査結果、学校
訪問、学校長との面談、等）

児童・生徒数
に基づく予算
配分

学校選択の申告
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教育バウチャーに関する意見、閣議決定事項教育バウチャーに関する意見、閣議決定事項 参考資料１－４

○ 「骨太方針２００５」（平成17年6月21日閣議決定）における教育バウチャーの記述（抜粋）

・我が国の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、海外事例の実態等を検証しつつ、教育における利用券制度

について、その有効性及び問題点の分析など、様々な観点から検討し、重点強化期間内に結論を得る。

○経済財政諮問会議（平成18年4月19日開催）有識者議員提出資料

「規制改革のさらなる推進に向けて」 （抜粋）

・教育バウチャーの導入等に関する検討

教育バウチャーは、「官から民へ」の改革の一環であり、教育分野に競争原理を導入するとともに、教育を受ける側
の機会均等と選択肢の拡大を実現し、いわば教育分野における利用者主権への抜本的な転換を図るもの。低所得
者への配慮の観点も踏まえ、平成１８年度中に、導入に向けた工程について結論を得るよう検討を深める。

また、教育委員会制度の見直し、学校選択制の全国普及を本格化させる施策について、本年６月頃までに改革の
方向を明示する。

（参考）「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成18年3月31日閣議決定）（抜粋）

「骨太方針2005」（平成17年６月21日閣議決定）においては「我が国の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、

海外事例の実態等を検証しつつ、教育における利用券制度について、その有効性及び問題点の分析など、様々な
観点から検討し、重点強化期間内に結論を得る」とされているところであり、教育バウチャー制度について、我が国
の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、海外事例の実態把握、その意義・問題点の分析等様々な観点から、

今後更に積極的な研究・検討を行う。【平成18年度検討・結論】
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経済財政諮問会議における議論経済財政諮問会議における議論 第９回（平成１８年４月１９日開催）第９回（平成１８年４月１９日開催） 参考資料１－５

平成１８年第９回経済財政諮問会議 議事要旨より抜粋

（小泉議長） 今の制度で、もしこの教育利用券をやったら、具体的にどう替わる？

（安部議員） 人気のない小学校、中学校には生徒がこない。

（中略）

（二階議員） だから、人気のない学校は廃校になってしまう。

（小泉議長） それで反対があるわけか。

（中略）

（小泉議長） 反対論の主な理由は何か。

（宮内議員） 学校間の競争が起きるということだろう。

（二階議員） 日教組は大反対している。

（小泉議長） ますます格差が起きるという批判か。

（牛尾議員） 競争になって困るところは反対する。競争を歓迎するところはみんな賛成する。（略）

（宮内議員） 父兄は圧倒的にバウチャーのような方法がいいということで、46.6対10.7である。父兄は圧倒的

に賛成の方向。
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